
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光透過性支持体上の一方の面にインク受容層を設けた医療用インクジェット記録材料を
用いた医療用画像の作成方法であって、該インク受容層が、インク受容層の全固形分に対
して５０重量％以上の平均一次粒子径が３～２０ｎｍの気相法シリカを１０～５０ｇ／ｍ
2、重量平均分子量が１万以上８万以下のカチオン性ポリマーを含有し、前記インク受容
層の上に熱可塑性樹脂粒子を含有する層を有する医療用インクジェット記録材料に、染料
インクにより画像印字した後、該記録材料を加熱することにより前記熱可塑性樹脂粒子を
加熱緻密化

ことを特徴とする医療用画像の作成方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、医療の分野で診断用に用いられる医療用インクジェット記録材料及び医療用画
像の作成方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
医療の分野でこれまで一般的に用いられている銀塩写真は、現像処理等の湿式処理が必要
であり、それに伴う廃液の問題がある。これに対して、インクジェット記録方式は、完全
なドライ記録方式であり、極めて環境保全に適した記録方式といえる。また、インクジェ
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し、前記加熱緻密化された後の表面の中心面平均粗さ（ＳＲａ値）が０．２～
５になるように加熱緻密化処理する



ット記録方式は、騒音が少なく、記録パターンの融通性が大きく、複雑な画像を正確かつ
迅速に形成できる点で注目されている。
【０００３】
インクジェット記録方式に使用される記録材料としては、シリカやアルミナ等の無機微粒
子を主体とする空隙タイプ、水溶性ポリマーを主体とする膨潤タイプ、及びそれらを組み
合わせた複合タイプ等、多くの記録材料が知られている。
【０００４】
空隙タイプは、支持体上に無機微粒子と親水性バインダーからなる多孔質のインク受容層
を設けたものであり、例えば、特開昭５５－５１５８３号、同５６－１５７号、同５７－
１０７８７９号、同５７－１０７８８０号、同５９－２３０７８７号、同６２－１６０２
７７号、同６２－１８４８７９号、同６２－１８３３８２号、及び同６４－１１８７７号
、特開平３－２１５０８、同４－６７９８６号、特公平３－５６５５２号、特開平８－１
３２７２８号、同平１０－８１０６４号、同平１０－１１９４２３号、同平１０－１７５
３６５号、同平１０－２０３００６号、同平１０－２１７６０１号、同平１１－２０３０
０号、同平１１－２０３０６号、同平１１－３４４８１号公報等に開示されている。
【０００５】
また、水溶性ポリマーを主体としたインク受容層を設けた記録材料も多数提案されている
。例えば、特開昭６０－１６８６５１号ではポリビニルアルコールとポリアクリル酸系水
溶性高分子の使用が、特開昭６０－２６２６８５号ではヒドロキシエチルセルロースの使
用が、特開昭６１－１８１６７９号ではカルボキシメチルセルロースとポリエチレンオキ
サイドの混合物の使用が、特開昭６１－１９３８７９号では水溶性セルロースとポリビニ
ルピロリドンの混合物の使用が、特開昭６２－２６３０８４号では特定ｐＨのゼラチン水
溶液から形成された受容層が、また特開平１－１４６７８４号ではゼラチンと界面活性剤
の混合物の使用がそれぞれ提案されている。
【０００６】
また、複合タイプとして、シリカ微粒子やアルミナゾル等からなる空隙層の上に水溶性ポ
リマーからなる膨潤層を設けた記録シートが特開平９－３２３４７５号に、水溶性ポリマ
ーからなるインク保持層の上に疎水性ポリマーからなる微細多孔性のインク透過層を有す
る記録シートが特開昭６１－３５２７５号、同６２－１９６１７５号に記載されており、
また水溶性ポリマーからなる層の上に顔料からなる多孔質層を有する記録シートが特開昭
６２－１４０８７８号、同昭６２－２２２８８７号、同平３－７２４６０号、同平７－１
８６５２１号、同平１０－２９３６９号等に記載されている。
【０００７】
また、インク吸収層の上に樹脂層を配置して印字後に樹脂層を緻密化する記録用材料及び
記録方法が、特公平２－３１６７３号、特開平８－２８２０９０号、同平８－２０９０号
、同平９－１０４１６３号、同平９－１０４１６４号、同平１１－３０１１０８号公報等
に記載されている。
【０００８】
上記した例は、極一部であって、インクジェット記録方式に用いられる記録材料は、更に
多くの提案がなされている。
【０００９】
しかしながら、上記したインクジェット記録方式は、いまだ医療の分野には用いられてい
なかった。従って、医療分野に適したインクジェット記録材料について、一からの検討が
必要であった。
【００１０】
【発明が解決しようとする課題】
本発明の目的は、医学診断用に適した医療用インクジェット記録材料及び医療用画像の作
成方法を提供することにある。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
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　本発明の上記目的は、以下の発明によって達成された。
（１）光透過性支持体上の一方の面にインク受容層を設けた医療用インクジェット記録材
料を用いた医療用画像の作成方法であって、該インク受容層が、インク受容層の全固形分
に対して５０重量％以上の平均一次粒子径が３～２０ｎｍの気相法シリカを１０～５０ｇ
／ｍ 2、重量平均分子量が１万以上８万以下のカチオン性ポリマーを含有し、前記インク
受容層の上に熱可塑性樹脂粒子を含有する層を有する医療用インクジェット記録材料に、
染料インクにより画像印字した後、該記録材料を加熱することにより前記熱可塑性樹脂粒
子を加熱緻密化

ことを特徴とする医療用画像の作成方法。
【００１２】
医療の現場においては、印字記録された記録材料は、直ちに診断に用いられることが多く
、また、水等に接触する機会が多い。従って、印字記録後、極短時間（例えば１０分以内
、更には５分以内）の間に、水が付着しても、記録画像が変化しないことが重要である。
【００１３】
また、診察に用いた記録材料は、通常長期間保管されるが、保管によって画像が変化しな
いことが重要である。特に、高温高湿条件下や空気との接触による画像劣化（画像の滲み
、濃度低下あるいは変色）が生じないことが重要である。
【００１４】
このように医療現場では、従来インクジェット記録材料が一般に用いられていた環境に比
べ、より厳しい条件に耐え得ることが要求される。この要求を満足する記録材料について
鋭意研究した結果、上記した構成の記録材料に到達した。
【００１５】
【発明の実施の形態】
　以下、本発明を詳細に説明する。
　本発明の医療用インクジェット記録材料（以降、記録材料と称す）は、光透過性支持体
にインク受容層と、その上に熱可塑性樹脂粒子を含有する層が設けられる。このインク受
容層の構成は

前述したように、医療現場では、印字記録後、短時間で診
察用に用いられるために、印字後直ぐ記録画像を触ってもインクが付着しないことが必要
であり、従って、高いインク吸収速度が要求される。多孔質層は、この点において優れて
いる。
【００１６】
インク受容層における無機微粒子の含有量は、全固形分に対して５０重量％以上であるこ
とが好ましく、６０重量％以上がより好ましい。無機微粒子としては、平均一次粒子が３
０ｎｍ以下が好ましく、これらの一次粒子が凝集した二次粒子の平均粒子径は、５００ｎ
ｍ以下が好ましい。このような超微粒子を用いることによって、医療用途として重要な性
能である、透明性に有利に働く。
【００１７】
また、医療用の記録材料は、透過光で観察されるために、画像部はある程度の濃度が必要
であり、そのために比較的多くのインク量を吸収することが求められる。従って、インク
受容層中の無機微粒子の含有量は、８ｇ／ m2以上が好ましく、１０～５０ｇ／ m2がより好
ましく、特に１３～５０ｇ／ m2が好ましい。このように多量の無機微粒子を含有すること
によって透明性は低下する。従って、より小さい無機微粒子を用いるのが好ましく、平均
一次粒子径で３～２０ｎｍ、平均二次粒子径としては、３０～４００ｎｍの無機微粒子が
より好ましい。
【００１８】
　上記した無機微粒子としては、 シリカ微粒子は、合成法の
違いによって、湿式法によるものと気相法によるものに分けられる。通常シリカ微粒子と
いえば湿式法シリカを指す場合が多い。湿式法シリカとしては、（１）ケイ酸ナトリウム
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し、前記加熱緻密化された後の表面の中心面平均粗さ（ＳＲａ値）が０．
２～５になるように加熱緻密化処理する

、インク受容層の全固形分に対して５０重量％以上の平均一次粒子径が３～
２０ｎｍの気相法シリカを１０～５０ｇ／ｍ 2、重量平均分子量が１万以上８万以下のカ
チオン性ポリマーを含有する。

シリカ微粒子が挙げられる。



の酸などによる複分解やイオン交換樹脂層を通して得られるシリカゾル、または（２）こ
のシリカゾルを加熱熟成して得られるコロイダルシリカ、（３）シリカゾルをゲル化させ
、その生成条件を変えることによって数μｍから１０μｍ位の一次粒子がシロキサン結合
をした三次元的な二次粒子となったシリカゲル、更には（４）シリカゾル、ケイ酸ナトリ
ウム、アルミン酸ナトリウム等を加熱生成させて得られるもののようなケイ酸を主体とす
る合成ケイ酸化合物等がある。
【００１９】
気相法シリカは、湿式法に対して乾式法とも呼ばれ、一般的には火炎加水分解法によって
作られる。具体的には四塩化ケイ素を水素及び酸素と共に燃焼して作る方法が一般的に知
られているが、四塩化ケイ素の代わりにメチルトリクロロシランやトリクロロシラン等の
シラン類も、単独または四塩化ケイ素と混合した状態で使用することができる。気相法シ
リカは、日本アエロジル（株）からアエロジル、トクヤマ（株）からＱＳタイプとして市
販されており入手することができる。
【００２０】
本発明では、上記した合成シリカの中でも気相法シリカが好ましく用いられる。気相法シ
リカは、湿式法シリカに比べて、空隙率の高い三次元構造を形成しやすいために好ましい
。この理由は、明確ではないが、表面シラノール基の密度が影響していると考えられてい
る。即ち、湿式法シリカに比べて気相法シリカは、表面シラノール基の密度が低く、その
ために粗な軟凝集（フロキュレート）となり、空隙率が高い構造となると考えられている
。
【００２１】
気相法シリカのなかでも、特に平均一次粒子径が３～２０ｎｍが好ましい。また、ＢＥＴ
法による比表面積で表せば、１００～５００ m2／ｇである気相法シリカが好ましい。
【００２２】
本発明で云うＢＥＴ法とは、気相吸着法による粉体の表面積測定法の一つであり、吸着等
温線から１ｇの試料の持つ総表面積、即ち比表面積を求める方法である。通常吸着気体と
しては、窒素ガスが多く用いられ、吸着量を被吸着気体の圧、または容積の変化から測定
する方法が最も多く用いられている。多分子吸着の等温線を表すのに最も著名なものは、
Brunauer、 Emmett、 Tellerの式であってＢＥＴ式と呼ばれ表面積決定に広く用いられてい
る。ＢＥＴ式に基づいて吸着量を求め、吸着分子１個が表面で占める面積を掛けて、表面
積が得られる。
【００２５】
本発明に用いられる無機微粒子の最も好ましいものは、前述した気相法シリカである。こ
の気相法シリカを用いることによって、インク吸収容量、インク吸収速度、透明性の点で
極めて好ましい結果が得られる。
【００２６】
本発明において、上記無機微粒子とともに親水性バンダーを用いるのが好ましい。特に重
合度が１０００～５０００程度のポリビニルアルコールが好ましく、更に重合度２０００
以上のポリビニルアルコールが好ましい。また、他の親水性ポリマーとポリビニルアルコ
ールを併用しても良い。この場合、ポリビニルアルコールの含有量は、全親水性ポリマー
の５０重量％以上であることが好ましい。また、本発明に用いられるポリビニルアルコー
ルのケン化度としては７０～９５％が好ましい。
【００２７】
親水性バインダーの含有量は、無機微粒子に対して５～４０重量％の範囲で用いるのが好
ましく、特に１０～３５重量％の範囲で用いるのが好ましい。
【００２８】
　本発明において、インク受容層は、カチオン性ポリマーを含有 本発明に用いられ
るカチオン性ポリマーとしては、当分野で公知のものを用いることができる。例えば、ポ
リエチレンイミン、ポリジアリルアミン、ポリアリルアミン、特開昭５９－２０６９６号
、同５９－３３１７６号、同５９ー３３１７７号、同５９－１５５０８８号、同６０－１
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する。



１３８９号、同６０－４９９９０号、同６０－８３８８２号、同６０－１０９８９４号、
同６２－１９８４９３号、同６３－４９４７８号、同６３－１１５７８０号、同６３－２
８０６８１号、特開平１－４０３７１号、同６－２３４２６８号、同７－１２５４１１号
、同１０－１９３７７６号、同１０－２１７６０１号公報等に記載された１～３級アミノ
基、４級アンモニウム塩基、あるいはホスホニウム塩基を有する水溶性カチオン性ポリマ
ーが挙げられる。これらのカチオン性ポリマーの中でも４級アンモニウム基を有するもの
が好ましい。
【００２９】
本発明に用いられるカチオン性ポリマーの重量平均分子量は１万以上であることが好まし
く、上限は１０万程度である。より好ましくは１万～８万程度であり、この範囲のカチオ
ン性ポリマーを用いることによって、インク吸収速度及び水・アルコールに対する画像変
化に効果的である。カチオン性ポリマーの含有量は、上記した無機微粒子に対して１～２
０重量％の範囲が適当であり、好ましくは１～１０重量％である。
【００３０】
本発明におけるインク受容層には、皮膜の脆弱性を改良するために各種油滴を含有するこ
とが好ましいが、そのような油滴としては室温における水に対する溶解性が０．０１重量
％以下の疎水性高沸点有機溶媒（例えば、流動パラフィン、ジオクチルフタレート、トリ
クレジルホスフェート、シリコンオイル等）や重合体粒子（例えば、スチレン、ブチルア
クリレート、ジビニルベンゼン、ブチルメタクリレート、ヒドロキシエチルメタクリレー
ト等の重合性モノマーを一種以上重合させた粒子）を含有させることができる。そのよう
な油滴は好ましくは親水性バインダーに対して５～５０重量％の範囲で用いることができ
る。
【００３１】
本発明において、インク受容層には、耐水性、ドット再現性を向上させる目的で適当な硬
膜剤で硬膜することができる。硬膜剤の具体的な例としては、ホルムアルデヒド、グルタ
ルアルデヒドの如きアルデヒド系化合物、ジアセチル、クロルペンタンジオンの如きケト
ン化合物、ビス（２－クロロエチル尿素）－２－ヒドロキシ－４，６－ジクロロ－１，３
，５トリアジン、米国特許第３，２８８，７７５号記載の如き反応性のハロゲンを有する
化合物、ジビニルスルホン、米国特許第３，６３５，７１８号記載の如き反応性のオレフ
ィンを持つ化合物、米国特許第２，７３２，３１６号記載の如きＮ－メチロール化合物、
米国特許第３，１０３，４３７号記載の如きイソシアナート類、米国特許第３，０１７，
２８０号、同２，９８３，６１１号記載の如きアジリジン化合物類、米国特許第３，１０
０，７０４号記載の如きカルボジイミド系化合物類、米国特許第３，０９１，５３７号記
載の如きエポキシ化合物、ムコクロル酸の如きハロゲンカルボキシアルデヒド類、ジヒド
ロキシジオキサンの如きジオキサン誘導体、クロム明ばん、硫酸ジルコニウム、ほう酸及
びほう酸塩の如き無機硬膜剤等があり、これらを１種または２種以上組み合わせて用いる
ことができる。上記硬膜剤の中でもほう酸及びほう酸塩が好ましい。硬膜剤の添加量はポ
リビニルアルコールに対して０．０１～４０重量％が好ましい。
【００３２】
本発明において、インク受容層には、更に、界面活性剤、着色染料、着色顔料、インク染
料の定着剤、紫外線吸収剤、酸化防止剤、顔料の分散剤、消泡剤、レベリング剤、防腐剤
、蛍光増白剤、粘度安定剤、ｐＨ調節剤などの公知の各種添加剤を添加することもできる
。
【００３３】
本発明の記録材料は、インク受容層の上に熱可塑性樹脂粒子を含有する層を有する。本発
明に用いられる熱可塑性樹脂粒子は熱可塑性を有する有機物であれば特に制限はないが皮
膜性、皮膜強度、皮膜光沢、皮膜形成性等の点からポリエチレン、ポリプロピレン、ポリ
イソブチレン、ポリエチレンワックス、酸化ポリエチレン、ポリ四フッ化エチレン、エチ
レン－アクリル酸共重合体、エチレン－アクリル酸エチル共重合体、エチレン－酢酸ビニ
ル共重合体などのオレフィン単独または共重合体あるいはこれらの誘導体、ポリ塩化ビニ

10

20

30

40

50

(5) JP 3854041 B2 2006.12.6



ル、塩化ビニル－酢酸ビニル共重合体、塩化ビニル－アクリル酸エステル共重合体、ポリ
塩化ビニリデン、スチレンブタジエンゴム、ＮＢＲゴム、アイオノマー樹脂などを単独で
あるいは混合して用いるのが好ましい。
【００３４】
上記したアイオノマー樹脂は、主成分をなすオレフィン（共有結合）の長鎖間にイオン結
合（架橋）を導入して得られる樹脂であり、イオン架橋の陰イオン部としてカルボキシル
基が、また陽イオン部としてアルカリ金属、アルカリ土類金属、さらには Zn等の金属が利
用されている熱可塑性樹脂である。このアイオノマー樹脂の具体的なものは、エチレンや
プロピレン等のオレフィンに、α、β・不飽和カルボン酸またはそのエステルを共重合さ
せた後、得られた共重合体のカルボキシル基の水素またはエステルの全部あるいは一部を
、 Na、 K、 Mg、 Zn 等の金属イオンで置換させることによって得られる。
【００３５】
エチレン系アイオノマー樹脂としては、エチレン／メタクリル酸共重合体、エチレン／ア
クリル酸共重合体、エチレンアクリル酸共重合体／スチレングラフト共重合体等が挙げら
れ、金属イオンとしては、 Na、 K、 Mg、 Zn 等が挙げられる。エチレン系アイオノマー樹脂
は、例えば特公昭４６－２５６２４号公報、特開昭６１－９４０３号公報等に記載されて
いる公知の製法によって得られ、公知の技術によって水分散化され水性ディスパージョン
等の形となる。
【００３６】
このようなアイオノマー樹脂の例として、三井デュポンポリケミカル社製、ハイミラン H-
1652（商標）、同 AM-6004（商標）、同 AM-7902-1（商標）、同 H-1601（商標）、三井化学
社製ケミパールＳ（商標）シリーズ等がある。
【００３７】
本発明における上記した熱可塑性樹脂粒子の最低成膜温度（ＭＦＴ）は２０～１５０℃の
範囲にあることが好ましい。最低成膜温度とは熱可塑性有機樹脂粒子が結合して成膜する
のに最低必要な温度を意味する。この最低成膜温度は室井宗一著「高分子ラテックスの化
学」（１９９７年）等に記載されているように温度勾配板法により測定することが出来る
。熱可塑性有機樹脂粒子の最低成膜温度が２０℃よりも低い場合は通常のインクジェット
記録シート製造工程においては熱可塑性有機樹脂粒子が成膜してしまいインクの吸収性が
悪化する。さらに熱可塑性有機樹脂粒子が成膜しない温度にてインクジェット記録シート
を製造するには乾燥効率の点から困難が伴う。また、熱可塑性有機樹脂粒子の最低成膜温
度が１５０℃を超える場合には通常の加熱処理により十分な熱量が得られず均一な皮膜が
形成され難いために光沢が低下したり、耐水性が低下したりする。さらに、均一な皮膜を
得るために温度を最低成膜温度以上に上げれば、支持体が熱によって変形、変質すること
から好ましくない。さらに、皮膜形成の容易さ、皮膜の均一性、皮膜の強度を最適にする
ために本発明における熱可塑性樹脂粒子の最低成膜温度（ＭＦＴ）は６０～１３０℃の範
囲にあることがより好ましい。
【００３８】
本発明に用いられる熱可塑性樹脂粒子の平均粒径は、０．０１～２０μｍの範囲にあるの
が好ましく、０．０５～１０μ mの範囲にあるのがより好ましい。
【００３９】
本発明における熱可塑性樹脂粒子からなる層中には、熱溶融物質であるカルナバワックス
、オーキュリーワックス、キャンデリラワックス、ライスワックス、木ろう、みつろう、
ラノリン、鯨ろう、モンタンワックス、オゾケライト、セレシン、パラフィンワックス、
マイクロクリスタリンワックス、ペトロラタムなどの天然ワックスおよびその誘導体、ソ
ルビタンステアレート、プロピレングリコールモノステアレート、グリセリンステアレー
ト、ポリオキシエチレンステアレートなどの界面活性剤、ラウリン酸、パルミチン酸、ミ
リスチン酸、ステアリン酸、ベヘン酸、ステアリン酸アルミニウム、ステアリン酸鉛、ス
テアリン酸バリウム、ステアリン酸亜鉛、パルミチン酸亜鉛、メチルヒドロキシステアレ
ート、グリセロールモノヒドロキシステアレートなどの高級脂肪酸あるいはその金属塩、
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アミドエステルなどの誘導体を熱可塑性樹脂粒子を加熱緻密化する際の皮膜性向上、見か
けの最低成膜温度低下を目的として適宜加えてもよい。
【００４０】
本発明における熱可塑性樹脂粒子からなる層には、不定形多孔質シリカ、炭酸カルシウム
、タルク、クレー、カオリン、硫酸カルシウム、硫酸バリウム、酸化チタン、酸化亜鉛、
珪酸アルミニウム、珪酸マグネシウム、珪酸カルシウムなどの無機顔料、コロイダルシリ
カ、コロイダルアルミナなどのコロイド状無機微粒子、熱硬化性有機樹脂粒子などをイン
クジェット記録用紙の塗層強度、表面強度などを改質するために適宜加えてもよい。特に
コロイダルシリカが好ましい。
【００４１】
ここで用いるコロイダルシリカの平均粒径は０．０１μｍから０．１μｍのものが好まし
い。コロイダルシリカの量は、熱可塑性有機樹脂粒子に対して１０重量％から５０重量％
であることが好ましい。
【００４２】
本発明において、熱可塑性樹脂粒子の固形分塗布量は、１～２５ｇ／ m2であることが好ま
しく、２～２０ｇ／ m2の範囲がより好ましい。
【００４３】
本発明において、熱可塑性樹脂粒子からなる層には、塗布後の皮膜性を得るために、微量
の水溶性バインダーまたはＭＦＴの低い（例えば３０℃以下）ポリマーラテックスを含有
させるのが好ましい。その含有量は、熱可塑性樹脂粒子に対して１～２０重量％程度で、
好ましくは１～１０重量％である。好ましい水溶性バインダーとしては、ポリビニアルコ
ールが挙げられる。
【００４４】
本発明において、インク受容層は１層であっても２層以上であってもよく、その塗布方法
は、特に限定されず、公知の塗布方法を用いることができる。例えば、スライドビード方
式、カーテン方式、エクストルージョン方式、エアナイフ方式、ロールコーティング方式
、ロッドバーコーティング方式等が用いられるが、インク受容層と熱可塑性樹脂粒子から
なる層を一度に設けることができる点でスライドビード方式、スライドカーテン方式がさ
らに好ましく用いられる。
【００４５】
本発明に用いられる光透過性支持体としては、例えばポリエチレンテレフタレート（ＰＥ
Ｔ）やポリエチレンナフタレートのようなポリエステル樹脂、ジアセテート樹脂、トリア
セテート樹脂、ニトロセルロース、セルロースアセテートのようなセルロースエステル樹
脂、ポリオレフィン樹脂、アクリル樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリ塩化ビニル、ポリ
イミド樹脂、ポリスルホン、ポリフェニレンオキサイド、セロハン、セルロイド等のプラ
スチック樹脂フィルムが挙げられる。特にポリエステルフィルムが耐熱性等の特性と価格
で好ましく用いられる。これらの樹脂フィルム支持体の厚みは、カール性や取り扱い安さ
等から１００～２５０μｍ程度のものが好ましい。特に、医療用として、青色に着色され
た、いわゆるブルーＰＥＴフィルムが好ましく用いられる。
【００４６】
上記プラスチック樹脂フィルム支持体にインク受容層の塗布液を塗布する場合、塗布に先
立って、コロナ放電処理、火炎処理、紫外線照射処理、プラズマ処理等が通常行われる。
【００４７】
本発明は、プラスチック樹脂フィルム等の光透過性支持体上に合成樹脂を主体とするプラ
イマー層を設けるのが好ましい。該プライマー層の上に、インク受容層の塗液を塗布した
後、２０℃以下の雰囲気下で一旦（１０秒以上）冷却し、比較的低温（最高温度が６０℃
以下の空気）で乾燥することによって、透明性及び表面膜強度に有利となる。
【００４８】
プラスチック樹脂フィルム上に設けられるプライマー層は合成樹脂を主体とする。係る合
成樹脂としては、アクリル樹脂、ポリエステル樹脂、塩化ビニリデン、塩化ビニル樹脂、
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酢酸ビニル樹脂、ポリスチレン、ポリアミド樹脂、ポリウレタン樹脂等が挙げられる。こ
れらの中でも、特にアクリル樹脂、ポリエステル樹脂、塩化ビニリデン樹脂、ポリウレタ
ン樹脂が好ましい。アクリル樹脂としては、アクリル酸アルキルエステル及びメタクリル
酸アルキルエステルの単独重合体あるいはこれらの共重合体が一般的である。ポリエステ
ル樹脂としては、グリコール（例えば、エチレングリコール、ジエチレングリコール）と
脂肪族あるいは芳香族二塩基酸等の多塩基酸との重縮合物が一般的である。塩化ビニリデ
ン樹脂としては、単独重合体あるいはアクリル酸アルキルエステル、メタクリル酸アルキ
ルエステル及び／またはアクリロニトリルとの共重合体が好ましい。ポリウレタン樹脂と
しては、水分散型ポリウレタンエマルジョンが好ましい。これらの樹脂は、有機溶剤の溶
液あるいは水溶液として支持体上に塗布することができるが、好ましくは水分散性のポリ
マーであり、エマルジョンやラテックスとして支持体上に塗布することである。
【００４９】
これらの合成樹脂は、プライマー層を構成する全固形分に対して、６０重量％以上が含有
される。好ましくは８０重量％以上含有されるものである。更に、プライマー層には、界
面活性剤、イソシアネート、エポキシ等の架橋剤、コロイダルシリカ等の微粒子、ゼラチ
ン、ポリビニルアルコール等の水溶性ポリマーを含有することができる。
【００５０】
上記プライマー層は、支持体上に０．０１～５μ mの膜厚（乾燥膜厚）で設けられる。好
ましくは０．０５～５μ mの範囲である。
【００５１】
本発明における支持体には帯電防止性、搬送性、カール防止性などのために、各種のバッ
クコート層を塗設することができる。バックコート層には無機帯電防止剤、有機帯電防止
剤、親水性バインダー、ラテックス、硬化剤、界面活性剤などを適宜組み合わせて含有せ
しめることができる。
【００５２】
本発明の記録材料は、印字記録後、記録面を加熱することにより本発明が目指す性能が得
られる。即ち、熱可塑性樹脂粒子を加熱緻密化処理して、インク受容層の上に皮膜を形成
することによって達成される。加熱処理する温度は、熱可塑性樹脂粒子の最低成膜温度以
上の温度で行えばよいが、好ましくは、６０～２００℃の範囲で、より好ましくは８０～
１５０℃の範囲である。その加熱手段としては特に制限はない。具体的には熱風を直接当
てる、アイロンを当てる、大判プリンター出力画像の後処理によく使われているラミネー
ター等の加熱ロールの間を通す、写真の乾燥等に使われる加熱鏡面ドラムに密着させるフ
ェロタイプ乾燥器を用いる等の方法が挙げられる。これらの方法の中でも均一に加熱処理
できることから加圧されたロールの間を通すことにより加熱緻密化することができるラミ
ネーターを用いる方法がより好ましい。さらに、該加圧ロールにより加えられる圧力が面
圧として１～２０Ｋｇｆ／ｃｍ 2であることが好ましい。
【００５３】
　上記した加圧ローラで加熱処理する場合、鏡面ローラでの加熱処理は、表面光沢が高く
なり、医療用途では透過光以外の外部光の反射光（戻り光）によるギラツキで画像が見づ
らくなる場合がある。従って、加熱処理した後の表面の中心面平均粗さＳＲａ値が０．１
以上にになるように粗面化処理 より好ましくはＳＲａ値が０．１５以上であり、特
に好ましくは０．２以上である。上限は特に制限されないが、５程度である。
【００５４】
上記中心面平均粗さ（ＳＲａ）は、触針式３次元表面粗さ計を用いて測定されるカットオ
フ値０．８ｍｍでのＳＲａ値であり、下記数１で規定されるものである。
【００５５】
【数１】
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数１において、Ｗｘは試料面域のｘ軸方向の長さを表し、Ｗｙは試料面域のｙ軸方向の長
さを表し、Ｓａは試料面域の面積を表す。
【００５６】
具体的には、触針式３次元表面粗さ計及び３次元粗さ解析装置として、小坂研究所製、Ｓ
Ｅ－３ＡＫ型機及びＳＰＡ－１１型機を用いて、カットオフ値０．８ｍｍ、Ｗｘ＝２０ｍ
ｍ、Ｗｙ＝８ｍｍ、従って、Ｓａ＝１６０ｍｍ 2の条件で求めることができる。
【００５７】
上記した表面を粗面化するためには、表面が粗面加工された加熱ローラを用いる方法、及
び鏡面の加熱ローラで加熱緻密化した後直ぐに表面が粗面加工されたローラで加圧する方
法が好ましく用いられる。また、加熱ローラと記録材料の間に紙あるいは粗面化加工され
たポリエステルフィルム等を介在させてもよい。また、熱可塑性樹脂粒子を含有する層に
艶消し剤、例えば不定形多孔質シリカ、炭酸カルシウム、タルク、クレー、カオリン、硫
酸カルシウム、硫酸バリウム、酸化チタン、酸化亜鉛、珪酸アルミニウム、珪酸マグネシ
ウム、珪酸カルシウムなどの平均粒子径が０．５～１０μ m程度の無機顔料を添加する方
法も用いることができる。無機顔料を用いる場合は、記録材料の透明性や加熱緻密化され
た皮膜の膜強度を考慮する必要がある。表面皮膜性を考慮した場合、顔料を用いる方法よ
り前者の加熱処理で粗面化するのが好ましい。
【００５８】
【実施例】
以下、実施例により本発明を詳しく説明するが、本発明の内容は実施例に限られるもので
はない。
【００５９】
実施例１
下記に示す光透過性支持体を用意した。
＜支持体＞
厚み１７５μ mで青色系無機顔料を含むポリエチレンテレフタレートフィルム上に下記組
成のプライマー層を乾燥膜厚が０．３μ mになるように設けた。
プライマー層：塩化ビニリデン：メチルアクリレート：アクリル酸（９０：９：１、重量
％）のラテックス（重量平均分子量４２０００）。
【００６０】
上記支持体上に、下記組成のインク受容層塗布液と熱可塑性樹脂粒子含有層塗布液とをス
ライドビード塗布装置で重層塗布し乾燥した。下記に示すインク受容層塗布液は８重量％
のシリカ濃度になるように調製し、シリカの塗布量が１８ｇ／ m2になるように塗布した。
また、熱可塑性樹脂粒子含有層は、熱可塑性樹脂粒子の塗布量が５ｇ／ m2になるように塗
布した。
【００６１】
＜インク受容層塗布液＞
気相法シリカ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１００部
（平均一次粒径 12nm、比表面積 200m2 /g、平均二次粒径 300nm）
カチオン性ポリマー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４部
（ジメチルジアリルアンモニウムクロライド、平均分子量 4万）
ほう酸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４部
ポリビニルアルコール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２２部
（重合度 3500）
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界面活性剤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．３部
（日本サーファクタント（株）製、 SWAM AM-2150）
【００６２】
＜熱可塑性樹脂粒子含有層塗布液＞
熱可塑性樹脂粒子（１０％水分散液）　　　　　　　　　　　　　　１００部
（エチレン－酢酸ビニル共重合体、 MFT90℃、平均粒径 0.2μｍ）
ポリビニルアルコール（１０％水溶液）　　　　　　　　　　　　　　１０部
（クラレ製 PVA117）
コロイダルシリカ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８部
（日産化学（株）製スノーテックス XL、平均粒子径 40～ 50nm）
【００６３】
塗布後の乾燥条件を次に示す。塗布後直ぐに５℃で２０秒間冷却後、全固形分濃度が９０
重量％までを４５℃１０％ＲＨで乾燥し、次いで３５℃１０％ＲＨで乾燥した。このよう
にして記録シート１を作成した。
【００６４】
＜記録シート２＞
熱可塑性樹脂粒子含有層の熱可塑性樹脂粒子をアイオノマー（１０％水分散液、ＭＦＴ：
９４℃、粒径：０．５μｍ (ケミパールＳ－３００三井化学製 )）に代える以外は、記録シ
ート１と同様にして作成した。
【００６５】
＜記録シート３＞
熱可塑性樹脂粒子含有層の熱可塑性樹脂粒子をエチレン－酢酸ビニル共重合体（ＭＦＴ：
９０℃、平均粒径１．０μｍ）に代える以外は、記録シート１と同様にして作成した。
【００６６】
＜記録シート４＞
熱可塑性樹脂粒子含有層を設けない以外、記録シート１と同様にして作成した。
【００６７】
上記のようにして作成したインクジェット記録材料について、インクジェットプリンター
で黒濃度が２．０になるように画像記録した。記録シート１、２及び３については、印字
後直ぐに以下の条件で加熱緻密化処理を施した。
【００６８】
加熱処理Ａ：鏡面加熱ローラを用いて、面圧１５Ｋｇｆ／ｃｍ 2、加熱温度１２０℃の条
件で加熱緻密化処理を施した。加熱緻密化処理後の表面のＳＲａ値は、記録シート１、２
及び３とも、０．１未満であった。
加熱処理Ｂ：粗面化加熱ローラを用いて、面圧１５Ｋｇｆ／ｃｍ 2、加熱温度１２０℃の
条件で加熱緻密化処理を施した。加熱緻密化処理後の表面のＳＲａ値は、記録シート１、
２及び３とも、０．５であった。
【００６９】
上記のようにして画像記録した記録シートについて、印字記録後、水に対する画像の変化
を試験した。即ち、画像記録後、直後（５分以内）に、２５℃の水に１分間浸漬し、脱脂
綿でインク受容層面を数回こすり、画像の変化状態（滲みやインクの溶出）を観察した。
【００７０】
更に、透明性及び画像印字するときのインク吸収速度について、以下のようにして評価し
た。
【００７１】
＜インク吸収速度＞
インクジェットプリンター及び黒インキを用いて、透過濃度が２．０になるように印字し
て、印字直後にＰＰＣ用紙を印字部に重ねて軽く圧着し、ＰＰＣ用紙に転写したインク量
の程度を目視で観察し、下記の基準で評価した。
○：全く転写しない。
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△：やや転写する。
×：転写がかなりある。
【００７２】
＜透明性＞
シャウカステン（診断用投光装置）に貼り付け、目視で透明性を評価した。
【００７３】
また、それぞれの記録シートについて、シャウカステンに貼り付けて、外部光によるギラ
ツキを目視で観察した。
【００７４】
更に、印字記録された画像の保存性を見るために、３０℃８０％ＲＨの条件下で１ヶ月間
放置し、画像の変化状態（滲み、変色あるいは濃度低下）を観察した。これらの評価結果
を表１にまとめた。
【００７５】
【表１】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００７６】
上記結果より、本発明の記録材料は、水接触による画像変化がなく、インク吸収速度、透
明性及び保存性に優れており、医療用として極めて好適である。また、表面を粗面化する
ことによってギラツキがなくなり、医療用としてより好ましくなる。
【００７７】
【発明の効果】
本発明によれば、医療用に好適なインクジェット記録材料を提供することができる。
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